
情報ネットワークテレホンサービス（緊急診療をお知らせ）℡ 0800-800-7766

問　石岡市役所本庁舎　　八郷総合支所 ℡ 43-1111（代表）　　　　本 　支

▼
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
が
、
就
職

に
有
利
で
生
活
の
安
定
に
役
立

つ
資
格
を
取
得
す
る
た
め
、
養

成
機
関
な
ど
で
１
年
以
上
修
学

す
る
場
合
に
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
人
は
、
希
望
職
種
や
受
給
要

件
を
確
認
す
る
た
め
、
必
ず
事

前
相
談
が
必
要
で
す
。 

支
給
要
件
／
市
に
住
民
登
録
の
あ

る
、
母
子
家
庭
の
母
ま
た
は
父

子
家
庭
の
父
で
、
入
学
か
ら
卒

業
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
人
、
ま
た
同
様
の
所
得

水
準
に
あ
る
人

・
養
成
機
関
に
お
い
て
、
１
年
以
上

の
教
育
課
程
を
修
業
し
、
対
象

資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
人

・
市
町
村
民
税
、
固
定
資
産
税
、

都
市
計
画
税
、
国
民
健
康
保

険
税
、
保
育
料
お
よ
び
学
童

保
育
保
護
者
負
担
金
に
滞
納

が
な
い
人 

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両

立
が
困
難
な
人

・
20
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て

い
る
人

・
過
去
に
当
該
事
業
に
よ
る
給
付

（
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
他
の
給

付
を
含
む
）
を
受
け
た
こ
と
が

な
い
人

対
象
資
格
／
看
護
師
（
准
看
護

師
）、
保
育
士
、
介
護
福
祉
士
、

作
業
療
法
士
、
理
学
療
法
士
、

歯
科
衛
生
士
、
美
容
師
、
社
会

福
祉
士
、
製
菓
衛
生
士
、
調
理

師
、
そ
の
他
市
長
が
適
当
と
認

め
る
資
格

支 

給 

額
（
月
額
）
／

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
／
10
万

円
（
最
後
の
12
か
月
は
月
額

14
万
円
）

市
町
村
民
税
課
税
世
帯
／

７
万
５
０
０
円
（
最
後
の
12
か

月
は
月
額
11
万
５
０
０
円
）

※
こ
の
制
度
は
、
国
の
制
度
改
正

な
ど
に
よ
り
、
支
給
期
間
や
支

給
額
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

注
意
事
項
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
教

育
訓
練
支
援
給
付
を
受
け
て
い

る
人
は
、
支
給
要
件
を
満
た
し

て
い
て
も
同
時
受
給
で
き
ま
せ

ん
。
い
ず
れ
か
一
方
を
選
ぶ
必

要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
こ
の
給
付
金
の
受
給
者

を
対
象
と
し
た
、
県
の
資
金
貸

付
事
業
が
あ
り
ま
す
。
修
学
に

あ
た
り
、
貸
付
を
希
望
さ
れ
る

人
は
事
前
相
談
の
際
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

問　
こ
ど
も
福
祉
課 

　
℡
23
・
７
３
３
１

▼
児
童
の
進
学
を
支
援
し
、
ひ
と

り
親
家
庭
の
自
立
お
よ
び
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
ま

た
は
児
童
が
、
高
校
卒
業
認
定

試
験
の
た
め
の
講
座
を
受
け
て

修
了
し
た
場
合
並
び
に
高
校
卒

業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た

場
合
に
給
付
金
（
受
講
修
了
時

と
合
格
時
の
合
計
で
上
限
15
万

円
）
を
支
給
し
ま
す
。 

※
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。 

支
給
要
件
／

・
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
、
児
童

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
人
ま

た
は
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る

人
で
あ
る
こ
と

・
講
座
を
受
講
す
る
ひ
と
り
親
家

庭
の
親
ま
た
は
そ
の
児
童
が
、

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学

に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
人

で
な
い
こ
と

・
高
卒
認
定
試
験
に
合
格
す
る
こ

と
が
適
職
に
就
く
た
め
に
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人
で
あ

る
こ
と 

問　
こ
ど
も
福
祉
課

　
℡
23
・
７
３
３
１

　本
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親
の
資
格
取
得
に

　
　
　
給
付
金
を
支
給

おしらせ
ひ
と
り
親
家
庭
対
象

高
卒
認
定
試
験
講
座
の　

　
　
　
受
講
費
を
補
助

おしらせ
ひ
と
り
親
家
庭
対
象

▶児童扶養手当の認定を受けてい
る人は、毎年８月中に「現況届」
を提出することになっています。
提出がない場合、11 月以降の手
当は支給されません。なお、該
当者には８月上旬に通知書を郵
送します。

受付期間：８月 31 日月まで 
午前８時 30 分～午後５時 15 分

※水曜日は午後７時まで受付
提出場所：こども福祉課（本庁）
　　　　　市民窓口課（支所）
提出書類：①児童扶養手当現況届 
②養育費に関する申告書 
③受給資格確認票 
※その他にも必要に応じて、提出し

てもらう書類があります。 
手当の支給額：令和２年４月から支

給額が変更になりました。 
手当の支給額（月額）
児童１人 

全部支給　43,160 円 
一部支給　43,150 円 ～ 10,180 円 

児童２人目の加算額 
全部支給　10,190 円 
一部支給　10,180 円 ～ 5,100 円 

児童３人目以降の加算額 
　　　　　　　　　　（１人につき） 

全部支給　6,110 円 
一部支給　6,100 円 ～ 3,060 円 

問　こども福祉課　℡ 23-7331

児童扶養手当の現況届を
提出しましょう

　本

本



▼
下
水
道
へ
の
理
解
を
深
め
る
た

め
、
市
内
の
小
中
学
校
を
対
象

に
「
令
和
２
年
度
茨
城
県
下
水

道
促
進
週
間
コ
ン
ク
ー
ル
（
県

主
催
）」
へ
の
応
募
作
品
を
募

集
し
ま
す
。 

募
集
部
門
／
絵
画
・
ポ
ス
タ
ー
部

門
、
作
文
部
門
、
書
道
部
門
、

標
語
部
門
、
新
聞
部
門 

対
象
／
市
内
各
小
中
学
校
生 

応
募
方
法
／
市
内
各
小
中
学
校
を

通
じ
て
募
集 

問　
下
水
道
課 

　
℡
23
・
７
７
４
２

▼
「
下
水
道
の
日
」
は
、
昭
和

36
年
に
、
当
時
整
備
の
遅
れ
て

い
た
下
水
道
の
全
国
的
な
普
及

促
進
を
目
的
と
し
て
「
全
国
下

水
道
促
進
デ
ー
」
と
し
て
制
定

さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
９

月
10
日
と
な
っ
た
の
は
、
下
水

道
の
大
き
な
役
割
の
一
つ
で
あ

る
「
浸
水
の
防
除
」
を
念
頭
に
、

台
風
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
立
春
か

ら
数
え
て
２
２
０
日
が
適
当
で

あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
す
。
そ
の
後
、
平
成
13
年

に
よ
り
親
し
み
の
あ
る
「
下
水

道
の
日
」
と
い
う
名
称
に
な
り

ま
し
た
。

下
水
道
の
役
割
と
は
？ 

お
風
呂
や
ト
イ
レ
な
ど
家
庭
か

ら
汚
水
を
集
め
て
浄
化
し
、
自

然
に
か
え
す
大
切
な
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。 

問　
下
水
道
課 

　
℡
23
・
７
７
４
２

▼
受
講
す
る
に
は
、
住
民
票
や
卒

業
証
明
書
、
受
講
手
数
料
な
ど

が
必
要
で
す
。詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

試
験
日
時
／
10
月
26
日
月

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

※
受
付
は
午
後
０
時
30
分
か
ら

講
習
会
日
時
／
９
月
24
日
木

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分 

※
受
付
は
午
後
０
時
30
分
か
ら

場
所
／
ホ
テ
ル 

マ
ロ
ウ
ド
筑
波

申
込
締
切
／
８
月
７
日
金 

問　
下
水
道
課

　
℡
23
・
７
７
４
２

①
第
４
回
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習

日
時
／
（
学
科
）
９
月
11
日
金
・

12
日
土
、（
実
技
）
９
月
13
日

日
の
３
日
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

受
講
料
／
１
万
９
８
０
０
円

　
（
テ
キ
ス
ト
代
別
）

②
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作

業
主
任
者
技
能
講
習

日
時
／
９
月
16
日
水
・
17
日
木
の

２
日
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

受
講
料
／
１
万
３
２
０
０
円

　
（
テ
キ
ス
ト
代
別
）

①
・
②
共
通

会
場
／
県
Ｊ
Ａ
会
館
本
館
１
階

（
水
戸
市
梅
香
１-

１-

４
）

申
込
期
間
／
８
月
17
日
月
～
21
日
金

申
込
方
法
／
茨
城
支
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
る
講
習
の
案
内
お
よ
び
受
講

申
込
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問（
一
社
）
日
本
ボ
イ
ラ
協
会

　
茨
城
支
部

　
℡
０
２
９・２
２
５・６
１
８
５

９
月
10
日
は

　
　
　
下
水
道
の
日

おしらせ

下
水
道
コ
ン
ク
ー
ル

作
品
募
集

募　集
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石
岡
地
区
の
皆
さ
ん
へ

お
盆
の
御
供
物
は

　
　
８
月
16
日
日
午
前
８
時
ま
で
に

▼
お
盆
の
供
物
は
、
８
月
16
日
日

午
前
８
時
ま
で
に
最
寄
り
の
指

定
場
所
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。
指

定
収
集
日
に
分
別
し
て
一
般
集

積
所
へ
出
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
中
身
が
入
っ
た
缶
・
ビ
ン
類
、

ち
ょ
う
ち
ん
や
祭
壇
類
は
回
収
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
線
香
は
火

災
の
原
因
に
な
り
ま
す
の
で
立
て

な
い
で
く
だ
さ
い
。

問　
生
活
環
境
課

　
℡
23
・
７
３
０
１

※宮部地区ふれあい農園駐車場の御霊送り回収は、平成 30 年度から廃止。

排
水
設
備
主
任
技
術
者

　
　
　
試
験
・
講
習
会

おしらせ　本

　本

　本

本

ボ
イ
ラ
ー
関
係
講
習

の
ご
案
内

おしらせ茨
城
支
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
は
こ
ち
ら
▼

掲載しているイベント・募集情報については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に応じて中止
または変更になる場合があります。詳しくは、市ホームページにて。


